
○

前
払
式
証
票
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
年
政
令
第
百
九
十
三
号
）

（
第
十
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
発
行
者
と
の
密
接
な
関
係
）

（
発
行
者
と
の
密
接
な
関
係
）

第
三
条

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
密
接
な
関
係
は
、
次
に

第
三
条

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
密
接
な
関
係
は
、
次
に

掲
げ
る
関
係
と
す
る
。

掲
げ
る
関
係
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

二
の
法
人
の
い
ず
れ
か
一
方
の
法
人
が
他
方
の
法
人
の
総
株
主
等
の
議
決

二

二
の
法
人
の
い
ず
れ
か
一
方
の
法
人
が
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
の
総

権
（
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
（
株
式
会
社
又
は
有
限
会

数
又
は
出
資
の
総
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
行
済
株
式
等
」
と
い
う

社
に
あ
っ
て
は
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
十
一

。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
株
式
の
数
又
は
出
資
の
金
額
（
以
下
こ
の
条

条
ノ
二
第
四
項
に
規
定
す
る
種
類
の
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
を
除
き

に
お
い
て
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
関
係

、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式

又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を

直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
関
係

三

個
人
及
び
そ
の
親
族
が
法
人
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超

三

個
人
及
び
そ
の
親
族
が
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る

え
る
議
決
権
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
個
人
と
当

株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
個
人
と
当
該
法

該
法
人
と
の
関
係

人
と
の
関
係

四

二
の
法
人
が
同
一
の
者
（
そ
の
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
親
族

四

二
の
法
人
が
同
一
の
者
（
そ
の
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
親
族

を
含
む
。
）
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十

を
含
む
。
）
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超

を
超
え
る
議
決
権
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二

え
る
株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二
の
法

の
法
人
の
関
係
（
第
二
号
に
掲
げ
る
関
係
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

人
の
関
係
（
第
二
号
に
掲
げ
る
関
係
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）



五

（
略
）

五

（
略
）

２

前
項
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
、
一
方
の
法
人
が
他
方
の
法
人
の
総
株
主
等

２

前
項
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
、
一
方
の
法
人
が
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株

の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
か

式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
か
ど
う

ど
う
か
の
判
定
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合
を
合
計
し
た
割
合
に
よ
り
行
う
も
の
と

か
の
判
定
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合
を
合
計
し
た
割
合
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

す
る
。

。

一

当
該
一
方
の
法
人
が
自
己
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
す
る
当
該
他
方
の
法
人

一

当
該
一
方
の
法
人
が
自
己
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
す
る
当
該
他
方
の
法
人

の
株
式
又
は
出
資
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
に
係

の
株
式
等
が
当
該
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占
め
る
割
合

る
議
決
権
が
当
該
他
方
の
法
人
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
う
ち
に
占
め
る
割

合
二

当
該
一
方
の
法
人
の
子
法
人
（
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十

二

当
該
一
方
の
法
人
の
子
法
人
（
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超

を
超
え
る
議
決
権
に
係
る
株
式
等
を
当
該
一
方
の
法
人
が
自
己
の
名
義
を
も

え
る
株
式
等
を
当
該
一
方
の
法
人
が
自
己
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る

っ
て
所
有
し
て
い
る
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
自

法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
自
己
の
名
義
を
も
っ
て

己
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
す
る
当
該
他
方
の
法
人
の
株
式
等
に
係
る
議
決
権

所
有
す
る
当
該
他
方
の
法
人
の
株
式
等
が
当
該
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式

が
当
該
他
方
の
法
人
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
（
当
該

等
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
（
当
該
子
法
人
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ

子
法
人
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
し
た
割
合
の
合

ぞ
れ
に
つ
き
計
算
し
た
割
合
の
合
計
割
合
）

計
割
合
）

３

（
略
）

３

（
略
）


